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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
四
号

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
号
）
の
施
行
に
伴
い

、
並
び
に
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
二
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
五
十
四
条
並
び
に
雇
用
保
険
法
（
昭
和

四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法

律
を
実
施
す
る
た
め
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
四
日

厚
生
労
働
大
臣

尾
辻

秀
久

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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目
次
中
「
第
六
条
の
六
」
を
「
第
六
条
の
五
」
に
、
「
第
二
十
四
条
・
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
四
条

第
二
十
五
条

｜

」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
三
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
求
職
活
動
支
援
書
の
作
成
等
）

第
六
条
の
三

事
業
主
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
求
職
活
動
支
援
書
（
以
下
「
求
職
活
動
支
援
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成

す
る
前
に
、
離
職
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
対
象
高
年
齢
者
等
（
以
下
「
高
年
齢
離
職
予
定
者
」
と
い
う
。
）
に
共
通
し

て
講
じ
よ
う
と
す
る
再
就
職
援
助
の
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
求
職
活
動
支
援
書
に
係
る
事
業
所
に
、
労
働
者
の
過

半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
の
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が

な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

２

事
業
主
は
、
高
年
齢
離
職
予
定
者
の
決
定
後
速
や
か
に
、
求
職
活
動
支
援
書
の
交
付
に
つ
い
て
の
本
人
の
希
望
を
聴
い

て
、
こ
れ
を
作
成
し
、
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

事
業
主
は
、
求
職
活
動
支
援
書
の
作
成
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
求
職
活
動
支
援
書
に
係
る
高
年
齢
離
職

予
定
者
の
再
就
職
及
び
在
職
中
の
求
職
活
動
に
関
す
る
希
望
の
内
容
を
聴
く
も
の
と
す
る
。



- 3 -

４

法
第
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

高
年
齢
離
職
予
定
者
の
氏
名
、
年
齢
及
び
性
別

二

高
年
齢
離
職
予
定
者
が
離
職
す
る
こ
と
と
な
る
日
（
離
職
す
る
こ
と
と
な
る
日
が
決
定
し
て
い
な
い
場
合
に
は
離
職

す
る
こ
と
と
な
る
時
期
）

三

高
年
齢
離
職
予
定
者
の
職
務
の
経
歴
（
従
事
し
た
主
な
業
務
の
内
容
、
実
務
経
験
、
業
績
及
び
達
成
事
項
を
含
む
。
）

四

高
年
齢
離
職
予
定
者
が
有
す
る
資
格
、
免
許
及
び
受
講
し
た
講
習

五

高
年
齢
離
職
予
定
者
が
有
す
る
技
能
、
知
識
そ
の
他
の
職
業
能
力
に
関
す
る
事
項

六

前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
高
年
齢
離
職
予
定
者
が
職
務
の
経
歴
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
作
成
す
る
に
当

た
つ
て
参
考
と
な
る
事
項
そ
の
他
の
再
就
職
に
資
す
る
事
項

第
六
条
の
四

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
就
職
援
助
担
当
者
の
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

高
年
齢
離
職
予
定
者
に
係
る
求
人
の
開
拓
及
び
求
人
に
関
す
る
情
報
の
収
集
並
び
に
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
得
た
求
人
に

関
す
る
情
報
の
高
年
齢
離
職
予
定
者
に
対
す
る
提
供

二

高
年
齢
離
職
予
定
者
に
対
す
る
再
就
職
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
相
談
の
実
施
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三

高
年
齢
離
職
予
定
者
の
再
就
職
の
援
助
に
関
す
る
公
共
職
業
安
定
所
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
等
と
の
連
絡

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
高
年
齢
離
職
予
定
者
の
再
就
職
の
援
助
の
た
め
に
必
要
な
業
務

２

事
業
主
は
、
再
就
職
援
助
担
当
者
に
、
そ
の
業
務
の
遂
行
に
係
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
、
求
職
活
動
支
援
書
に
係

る
事
業
所
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
の
、
労
働
者
の
過
半

数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
そ
の
業
務
を
行

う
よ
う
に
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
六
条
の
五

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
項
に
規
定
す
る
理
由
（
第
三
項
に
お
い

て
「
理
由
」
と
い
う
。
）
を
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
の
用
に
供
す
る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
併
せ
て
記
載
又
は
記
録
す
る
方
法
と

す
る
。

２

前
項
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。
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一

公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可

を
受
け
て
、
若
し
く
は
届
出
を
し
て
、
職
業
紹
介
を
行
う
者
に
事
業
主
が
求
人
を
申
し
込
む
場
合
に
お
け
る
当
該
求
人

の
申
込
み
の
内
容
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
も
の

二

職
業
安
定
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
、
又
は
届
出
を
し
て
、
事
業
主
が
そ
の
被
用
者
以
外
の

も
の
に
委
託
し
て
労
働
者
の
募
集
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
委
託
に
係
る
募
集
の
内
容
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た

も
の

三

職
業
安
定
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
供
給
事
業
を
行
う
も
の
か
ら
事
業
主
が
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
け
る
供
給
さ
れ
る
労
働
者
が
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
を
当
該
労
働
者
供
給
事
業
者
に
対
し
て
明

ら
か
に
し
た
も
の

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
聞
、
雑
誌
そ
の
他
の
刊
行
物
に
掲
載
す
る
広
告
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ

り
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
を
行
う
場
合
又
は
第
一
項
の
書
面
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か

じ
め
同
項
の
方
法
に
よ
り
理
由
を
提
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
求
職
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
遅
滞
な
く
、
次
の
い

ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
理
由
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
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一

書
面
の
交
付
の
方
法

二

電
子
情
報
処
理
組
織
（
事
業
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
求
職
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
で
あ
つ
て
、
求
職
者
が
当
該
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の

第
六
条
の
六
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
」
を
削
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
二
条
」
を
「
法
第
三
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
六
項
中
「
職
業
安
定
法
施
行
規
則
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
」
を
加
え
、
「
及

び
こ
れ
に
基
づ
く
通
達
」
を
削
る
。

第
二
十
四
条
第
二
号
中
「
法
第
四
十
二
条
」
を
「
法
第
四
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
の
届
出
）
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第
二
十
四
条
の
二

法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
を
行
お
う
と
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
「
管
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い

う
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者
派
遣
法
第
八
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
項
）

第
二
十
四
条
の
三

法
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及

び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
労
働
者
派
遣
法
」
と

い
う
。
）
第
八
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

（
労
働
者
派
遣
法
施
行
規
則
の
特
例
）

第
二
十
四
条
の
四

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
号
。
以
下
「
労
働
者
派
遣
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
一
項
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の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者
派
遣
法
第
五
条
第
二
項
の
届

出
書
は
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

労
働
者
派
遣
法
施
行
規
則
第
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
が
労
働
者
派
遣
法

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
べ
き
事
業
計
画
書
は
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

労
働
者
派
遣
法
施
行
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
派
遣
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
五
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の

届
出
に
あ
つ
て
は
当
該
変
更
に
係
る
事
実
の
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
以

外
の
事
項
の
変
更
の
届
出
に
あ
つ
て
は
当
該
変
更
に
係
る
事
実
の
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
、
職
業

安
定
局
長
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
管
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

労
働
者
派
遣
法
施
行
規
則
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
派
遣
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
、
当
該
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
を
廃
止
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日

以
内
に
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
管
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

労
働
者
派
遣
法
施
行
規
則
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
が
労
働
者
派
遣
法
第
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二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る

様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

６

法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
に
関
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
労
働
者
派
遣
法
施

行
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

と
し
、
労
働
者
派
遣
法
施
行
規
則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ヘ
及
び
第
四
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
一
条
の
二
第
二
項

に
関
す
る
資
産
の
内
容
及
び
そ
の

を
行
う
事
業
所
に
係
る

第
一
号
ト

第
一
条
の
二
第
四
項

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
労

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律

働
者
派
遣
事
業
の
許
可
を
申
請
す
る
と
き

第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

は

用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
届
出
書
を
提
出
す

る
と
き
は

第
八
条
第
二
項

前
項
の
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
変
更
届
出

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
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書

施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
四
第
三
項
の
職
業
安

定
局
長
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書

第
八
条
第
三
項

第
一
項
の
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
変
更
届

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律

出
書
又
は
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
変
更
届

施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
四
第
三
項
の
職
業
安

出
書
及
び
許
可
証
書
換
申
請
書

定
局
長
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書

（
事
業
所
の
廃
止
に
係
る
変
更
の
届
出
に

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

あ
つ
て
は
、
当
該
廃
止
し
た
事
業
所
に
係

る
許
可
証
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
四
十
二
条
」
を
「
法
第
四
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
労
働
者
派
遣
法
施
行
規
則
の
特
例
）

第
二
十
九
条
の
二

法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
に
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関
す
る
労
働
者
派
遣
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
自
己
の
雇
用
す
る
労
働

者
の
中
か
ら
選
任
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
「
選
任
す
る
こ
と
」
と
す
る
。

第
三
十
条
中
「
第
二
十
二
条
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
四
条
の
二
か
ら
第
二
十
四
条
の
四
ま
で
」
を
、
「
準
用
す
る

法
第
三
十
四
条
第
二
項
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
四
条
の
二
及
び
第
二
十
四
条
の
四
第
六
項
中
「
法
第
四
十
二
条
第
二
項

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
四
条
の
三
及
び
第
二
十
四
条

の
四
第
一
項
中
「
法
第
四
十
二
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
三
項
」

と
、
第
二
十
四
条
の
四
第
六
項
の
表
第
八
条
第
二
項
の
項
及
び
第
八
条
第
三
項
の
項
中
「
第
二
十
四
条
の
四
第
三
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
四
条
の
四
第
三
項
」
と
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
三
十
四
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に

委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
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二

法
第
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限

三

法
第
四
章
第
一
節
（
法
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
大
臣
の
権
限

四

法
第
四
十
二
条
第
二
項
（
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権

限
五

法
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者
派
遣
法
第
五
条
第
二
項
並
び
に
法
第
四
十
二
条
第

三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
労
働
者
派
遣
法
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限

六

法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限

２

法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
権
限
は
、
管
轄
公
共
職
業
安

定
所
の
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

(

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
二
条

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
同
号
イ
に
規
定
す
る
再
就
職
援
助
計
画
等
」
を
「
同
号
イ

に
規
定
す
る
求
職
活
動

(1)

支
援
書
若
し
く
は
同
号
イ

に
規
定
す
る
書
面
」
に
改
め
る
。

(2)

第
八
十
四
条
第
一
項
中
「
再
就
職
援
助
計
画
等
」
を
「
第
百
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
求
職
活
動
支
援
書

(1)

若
し
く
は
同
号
イ

に
規
定
す
る
書
面
」
に
改
め
る
。

(2)

第
百
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
掲
げ
る
計
画
」
を
「
掲
げ
る
書
面
」
に
、
「
再
就
職
援
助
計
画
等
」
を
「
求
職
活
動

支
援
書
等
」
に
、
「
計
画
等
対
象
被
保
険
者
」
を
「
支
援
書
等
対
象
被
保
険
者
」
に
、
「
再
就
職
援
助
基
本
計
画
書
」
を
「
求

職
活
動
支
援
基
本
計
画
書
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
再
就
職
援
助
計
画
」
を
「
求
職
活
動
支
援
書
」
に
改
め
、
同
号
イ

中

(1)

(2)

「
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
六
条
の
四
」
を
「

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
、
解
雇
等
の
理
由
」
を
「
又
は
継
続
雇
用
制
度
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
制
度
の
定
め
る
と
こ
ろ
」
に
、
「
四
十
五
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て
自
主
的
に
作
成
し

た
計
画
」
を
「
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
当
該
者
に
つ
い
て
作
成
し
た
書
面
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
再
就
職
援
助
基
本
計
画
書
」
を
「
求
職
活
動
支
援
基
本
計
画
書
」
に
改
め
、
同
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
の
規
定
中
「
計
画
等
対
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象
被
保
険
者
」
を
「
支
援
書
等
対
象
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
イ
中
「
再
就
職
援
助
計
画
等
」
を
「
求
職
活
動
支
援

書
等
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
再
就
職
援
助
計
画
等
」
を
「
求
職
活
動
支
援
書
等
」
に
、
「
再
就
職
援
助
基
本
計
画
書
」
を
「

求
職
活
動
支
援
基
本
計
画
書
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
再
就
職
援
助
基
本
計
画
書
」
を
「
求
職
活
動
支
援
基
本
計
画
書
」
に
改

め
、
同
号
ニ
中
「
再
就
職
援
助
基
本
計
画
書
」
を
「
求
職
活
動
支
援
基
本
計
画
書
」
に
、
「
計
画
等
対
象
被
保
険
者
」
を
「
支

援
書
等
対
象
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
中
「
計
画
等
対
象
被
保
険
者
」
を
「
支
援
書
等
対
象
被
保
険
者
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
二
号
イ
中
「
再
就
職
援
助
計
画
等
」
を
「
求
職
活
動
支
援
書
等
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
再
就
職
援

助
計
画
等
」
を
「
求
職
活
動
支
援
書
等
」
に
、
「
計
画
等
対
象
被
保
険
者
」
を
「
支
援
書
等
対
象
被
保
険
者
」
に
、
「
再
就
職

援
助
基
本
計
画
書
」
を
「
求
職
活
動
支
援
基
本
計
画
書
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
再
就
職
援
助
基
本
計
画
書
」
を
「
求
職
活
動

支
援
基
本
計
画
書
」
に
改
め
、
同
号
ニ
及
び
ホ
中
「
計
画
等
対
象
被
保
険
者
」
を
「
支
援
書
等
対
象
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
中
「
計
画
等
対
象
被
保
険
者
」
を
「
支
援
書
等
対
象
被
保
険
者
」
に
、
「
再
就
職
援
助
基
本
計
画
書
」
を
「
求
職
活

動
支
援
基
本
計
画
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
イ

中
「
再
就
職
援
助
計
画
等
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
」
を
「
求
職

(1)

活
動
支
援
書
等
」
に
、
「
当
該
書
面
」
を
「
当
該
求
職
活
動
支
援
書
等
」
に
、
「
計
画
等
対
象
労
働
者
」
を
「
支
援
書
等
対
象

労
働
者
」
に
改
め
、
同
号
イ

及
び
同
号
ロ
中
「
計
画
等
対
象
労
働
者
」
を
「
支
援
書
等
対
象
労
働
者
」
に
改
め
、
同
項
第
二

(2)
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号
中
「
計
画
等
対
象
労
働
者
」
を
「
支
援
書
等
対
象
労
働
者
」
に
改
め
る
。

第
百
十
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
第
百
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
再
就
職
援
助
計
画
等
」
を
「
高
年
齢
者
等

の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
求
職
活
動
支
援
書
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
五
条
の
四
及
び
第
十
五
条
の
五
第
二
項
中
「
計
画
等
対
象
被
保
険
者
」
を
「
支
援
書
等
対
象
被
保
険
者
」
に
改

め
る
。

附
則
第
十
五
条
の
六
中
「
計
画
等
対
象
労
働
者
」
を
「
支
援
書
等
対
象
労
働
者
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
高
年
齢
者
等
の
雇

用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
再
就
職
援
助
計
画
の
作
成
の
要
請
を
受
け
た
事
業
主
に

係
る
再
就
職
援
助
計
画
の
作
成
及
び
提
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
前
に
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
安
定
し
た
職
業
に
就
い
た
受
給
資
格
者

で
あ
つ
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
雇
保
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
の

三
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
同
令
第
百
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
が
作
成
し
た

同
号
イ
に
規
定
す
る
再
就
職
援
助
計
画
等
の
対
象
と
な
る
者
に
対
す
る
常
用
就
職
支
度
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
旧
雇
保
則
第
百
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
再
就
職
援
助
基
本
計
画
書
を
公
共
職
業
安
定
所
の

長
に
提
出
し
た
事
業
主
に
対
す
る
同
項
（
旧
雇
保
則
附
則
第
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
求
職
活
動
等
支
援
給
付
金
又
は
同
条
第
三
項
（
旧
雇
保
則
附
則
第
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
再
就
職
支
援
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

施
行
日
前
の
日
に
お
け
る
雇
入
れ
に
係
る
旧
雇
保
則
第
百
二
条
の
五
第
四
項
（
旧
雇
保
則
附
則
第
十
五
条
の
六
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
定
着
講
習
支
援
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

施
行
日
前
の
日
に
お
け
る
雇
入
れ
に
係
る
旧
雇
保
則
第
百
十
条
第
三
項
の
緊
急
就
職
支
援
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
支
給
に
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つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


